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はじめに 

 

 

人口減少や少子高齢化の進行、気候変動による災害の激甚化・頻発化、AI を含むデジタ

ル技術の進展など、社会経済情勢が変化する中、本県が持続的に発展し、安心・安全で活

力ある地域づくりを進めるためには、すべての人が、個性と能力を発揮して、あらゆる場

面で自分らしく活躍できる、多様性に富んだ男女共同参画社会の実現が不可欠です。 

 

本県では、2002 年に制定した「愛知県男女共同参画推進条例」とともに、2001 年の策定

以後、改訂を重ねてきた「あいち男女共同参画プラン」を２つの柱として、男女共同参画

社会の実現に向けた様々な取組を推進してまいりました。 

 

こうした取組により、この地域における女性の活躍には進展がみられるものの、就業す

る女性を取り巻く環境や意思決定の場への女性の参画は、いまだ十分ではありません。ま

た、女性や若者が地域の様々な活動に主体的に参画できるよう、女性や若者に選ばれる地

域づくりを推進することが必要です。 

 

そのような状況で策定した「あいち男女共同参画プラン 2030」では、「あらゆる分野に

おける女性の活躍の促進」を始め、「男女共同参画社会に向けての意識改革」「安心・安

全に暮らせる社会づくり」という３つの重点目標と、10の基本的施策を盛り込むとともに、

35 の進捗管理指標により、本県の男女共同参画に向けて、より一層の推進を図ってまいり

ます。 

 

男女共同参画社会の実現は、あらゆる立場や世代の方々が、男女共同参画を身近な問題

として捉え、その必要性を理解し、地域社会、職場、学校、家庭等において、主体的に取

組を進めていただくことが何よりも重要です。今後とも、皆様の御理解と御協力を心から

お願い申し上げます。 

 

最後に、このプランの策定にあたり、愛知県男女共同参画審議会委員の皆様を始め、貴

重な御意見をお寄せいただきました県民の皆様、御協力を賜りました各方面の皆様に厚く

御礼申し上げます。 

 
2026 年３月 

愛知県知事 大村 秀章 
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